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（2024 年 7 月 1 日付改訂 )

※下線部変更
新 旧 

（各種照会等に係る連絡先） 
第 38 条  本約款又は MV サービスに関連

する各種照会等に関する連絡先
は、お客さまのメイン口座のある
取引店とします。 

以上 
２０２４年７月 

（省略） 

【附則】 
第 23 条第 3 項に定める「MV 報酬に係る
報酬料率、金額の計算方法、支払時期及び
支払方法並びに間接費用の詳細」は以下の
通りとします。 

＜MV 報酬＞ 
（１）報酬料率（年率）

・投資顧問料  ：
0.14％（税抜）、0.154％（税込）

・口座管理手数料：
0.65％（税抜）、0.715％（税込）

・合計     ：
0.79％（税抜）、0.869％（税込）

（省略） 

9000-0030(24.7) 

（各種照会等に係る連絡先） 
第 38 条  本約款又は MV サービスに関連

する各種照会等に関する連絡先
は、お客さまのメイン口座のある
取引店とします。 

以上 
２０２３年１０月 

（省略） 

【附則】 
第 23 条第 3 項に定める「MV 報酬に係る
報酬料率、金額の計算方法、支払時期及び
支払方法並びに間接費用の詳細」は以下の
通りとします。 

＜MV 報酬＞ 
（１）報酬料率（年率）

・投資顧問料  ：
0.25％（税抜）、0.275％（税込）

・口座管理手数料：
0.75％（税抜）、0.825％（税込）

・合計     ：
1.00％（税抜）、1.100％（税込）

（省略） 

9000-0030(23.10) 

以上 

Ｍｉｒａｉ Ｖａｌｕｅ 投資一任約款 新旧対照表


